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決済こそ、カ

料等）の源泉な

切手決済だと

レス社会の

ュレス比率の

金大国であり

信仰は厚く、

度な技術を導

しているため

、一万円券で

流通し劣化せ

シュレス比率

ことである。

消費に占める

の大きな特徴

る欧米では、

点からみると

プで、3メガ

で引き出され

含まれていな

い。生命保険料

険料は年収の

消費支出から

とである。ク

は小切手の郵

っておらず、

カード関連収

なのである。

すると、米

の実現を 

の単一指標だ

り、特に高額

ご祝儀とし

導入し偽札防

め寿命は短い

で 4～5年、5

せず利便性が

率”指標で比

“キャッシュ

る比率で計測

徴は、口座振

振込や自動

、日本の決

ガバンクの個

れず、口座振

ない。月々支

料生命保険文

の 6％程度で

ら見た場合と

クレジットカ

郵送による決

効率的な決

収益（請求額

。小切手を現

米国のキャッ

だけではキャ

額紙幣（1万

して新券を使

防止に努めて

い。米ドルの

5千円券や千

が高いことも

比べることに

ュレス比率”

測されている

振替や振込、

動引き落とし

決済システム

個人給与受取

振替・振込に

支払う生命保

文化センター

であり、生命

と、収入から

ードの請求

決済が一般的

決済システム

額未満の支払

現金と同等（

シュレス比

ッシュレス

万円札）が多

使う習慣は依

ている。その

の場合、100

千円券で 1～

も、紙幣が大
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が利
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口座

よっ

険料

ー「平

保険

見た

書に
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とは

いの

cash 

率も

の状

く流
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ため
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対する注目度
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重要だが、よ

実現を捉える
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方で世界的に

の資金洗浄等

においては 2

見もある。 

ュレス比率が

ドにシフトし

中で多額に取

や海外旅行を

仮想通貨市場

リング／テ

ンダリング対

相互審査があ

防止法の改正

度も高くなっ

高額紙幣の廃

りマネー・

ることも重要

最後に記載して
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は現金の匿名

等、マネー・ロ

2018 年中に

フランスでは

が高まったの

たことによ

取引され流通

された方は誰

場で、不正流

ロ資金供与防

対策の国際協

る。2008 年

正等で対応し

ており、FAT

止や利用制限

ロンダリング

要であると考

いますので、ご
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通残高（対

名性を問題視

ロンダリング
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は現金での支
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することはな

誰もがするだ
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防止対策に対

協調を進める
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てきたが、2

TF の姿勢もよ

限は、国民の
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対名目 GDP

視する流れが

グの温床とな

紙幣を廃止す

支払いは 1,0

を代替した

る。元来“現

なく、仮に 1

だろう。 

れた仮想通貨

対する国際社

るために設立

査では、顧客

2008 年当時よ

より厳しくな

の抵抗感も強

金供与防止対
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P 比）の国

が強まってい

なるとして批

する。海外か

000 ユーロま

たのではなく

現金社会”で

100 ドル紙幣

貨が資金洗浄

社会の要請が

立された政府

客管理を含む

より、マネー

なっている。

強いだろう。

対策の観点で

際比較（2

いる。近年、

批判も強く、2

からは、日本

までと上限が

、主に小切

であったこと

幣を出しても

浄される例が

が着実に高ま

間会合である

む 10 の勧告に

ー・ロンダリ

今回も厳し

しかし、デ

で現金大国の

2016 年） 

 

世界的には

2017 年にイ

本に対して 1

が設定されて

切手からクレ

はない。日本

も受け取りを

が多数発生し

まっている。

る FATF（金融

について厳し

ング及びテ

しい評価を受

デジタライゼ

の是正、キャ

は、高額紙幣

ンドが高額

万円札を廃

ている。欧米

ジットカー

本以外の国で

を拒否される

したこともあ

また、2019

融活動作業部

しい評価を受

テロ資金供与

受けることが

ゼーションの

ッシュレス
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